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日時 平成２４年８月３０日（木）１３：００ 

場所 多摩区役所 ６階会議室 

 

出席者：委 員・・・安陪修司、荒井精一、石橋吉章、岩﨑宏政、大津努、国保久

光、辻野勝行、戸髙仁子、西山英子、新田渉世、配島裕美、原
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保健福祉センター：林所長、石戸副所長、こども支援室：池田室

長、道路公園センター：佐藤所長、総務課：布川課長、企画課：

門間課長、井川担当係長、櫻井担当係長、奈良職員、古谷職員、

上野職員 

傍聴者：２名 

 

 

 

 

 

 



第１回 多摩区区民会議 

                日 時 平成２４年８月３０日（木）午後１時 

                場 所 多摩区役所 ６階６０１会議室 

 

午後１時１分開会 

司会 大変お待たせいたしました。本日は、お忙しいところご出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 ただいまから第１回多摩区区民会議を開催します。 

 私は、本日、委員長が選出されるまでの間、進行役を務めます多摩区役所企画課長

の門間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委嘱状交付 

司会 それでは、会議に先立ちまして、第４期多摩区区民会議委員の皆様方に委嘱状の交

付をいたします。なお、本来ですと、委嘱状につきましては阿部川崎市長から交付す

るところでございますけれども、本日、多摩区長から交付をさせていただきますの

で、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、私がお１人ずつお名前を申し上げますので、その場でご起立いただきまして

委嘱状をお受け取りいただきたいと存じます。 

 それでは、区長、お願いいたします。 

         〔区長から各委員へ委嘱状を交付〕 

 安 陪 修 司 様 

 荒 井 精 一 様 

 石 橋 吉 章 様 

 岩 﨑 宏 政 様 

 大 津   努 様 

 国 保 久 光 様 

 辻 野 勝 行 様 

 戸 髙 仁 子 様 

 西 山 英 子 様 

 新 田 渉 世 様 

 配 島 裕 美 様 

 原 田   弘 様 

 松 本 英 嗣 様 

 吉 田 輝 久 様 
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司会 なお、藤原様、本多様におかれましては本日所用により欠席の連絡をいただいてお

ります。また、清宮様、小塚様、白井様につきましては少し遅れているようでござい

ますので、後ほど事務局で対応させていただきたいと存じます。 

 それから、資料１の名簿、20番目を見ていただきますと、登戸土地区画整理事業ま

ちづくり推進協議会からは、第１期の区民会議のときから委員を推薦いただいており

ます。今年は３年ごとの改選期に当たりまして、実は８月１日に新たな協議会が立ち

上がったばかりです。そのため、区民会議への委員推薦につきましては、いましばら

く時間がかかるとのことで、できるだけ早期に推薦いただきますようお願いしている

ところでございます。 

 以上で委嘱状交付式を終わらせていただきます。 

 

１ 開会挨拶 

司会 それでは、改めまして第１回多摩区区民会議を開催します。 

 初めに池田区長からごあいさつ申し上げます。 

区長 皆さんこんにちは。多摩区長の池田でございます。本日はお忙しいところ、また、

非常にお暑い中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。第４期の多

摩区の区民会議のスタートでございますので、一言ごあいさつを申し上げたいと思い

ます。 

 ご出席の皆様方におかれましては、日ごろから区政の推進に関しまして特段のご理

解とご協力をいただいておりますことを、まず御礼を申し上げたいと思います。ま

た、本日出席の委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、第４期多摩区区民会

議委員をお引き受けいただいたということで、これもあわせて厚く御礼を申し上げた

いと思います。本当にありがとうございます。 

 区民会議におきましては、これから約２年間でございますけれども、地域社会の課

題解決を図るための方針、方策につきまして調査、審議を行っていただくということ

になりますが、真剣な議論を積み重ねていただく中で、区民会議の設置目的でござい

ます暮らしやすい地域社会の実現に資する成果が必ずあらわれるものと考えておりま

す。 

 市民の生活が複雑多岐にわたるようになりまして、地域社会の細かなところまでな

かなか行政の手が届かないという実態もございます。そういたしますと、区民会議に

よります調査、審議が非常に重要になってくるというところでございます。解決に当

たりましては、行政ももちろん努力する所存でございますけれども、既に行政だけで

は限界があるという時代も来ております。地域でさまざまな活動をされている委員の

皆様、区民の皆様と課題解決のため力を合わせまして、関係機関との連携も含めまし

て、そういった取り組みを進めることによりまして多摩区の魅力あるまちづくりに取
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り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 また、市議会議員、県会議員につきましては、区民会議での課題解決に向けた委員

の議論がよりよい審議結果に結びつけられるように助言とご協力をいただけるという

ことで考えております。 

 簡単でございますけれども、ごあいさつとさせていただきます。今後２年間、本当

によろしくお願いいたします。 

 

２ 出席者自己紹介 

司会 ありがとうございました。 

 続きまして、今回、第４期の初めの会議ということで、区民会議委員の皆様方に自

己紹介をお願いしたいと思います。 

 それでは、区民会議委員の安陪委員から時計回りでお願いいたします。 

 発言に当たりましては、お手元のマイクを順次回していただきますようお願い申し

上げます。 

安陪委員 安陪と申します。多摩区商店街連合会から推薦されて、これに参加させていた

だきまして、今後、暮らしやすい町を目指して私どもが日ごろ見ている、感じてい

る、そういう物件を洗い出し、なおかつ、団体の方などは日ごろ活躍している団体で

問題等が必ずいろいろ出ております。そのようなものを皆様とご審議させていただい

て、よりよい運営ができるように努力していきたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

荒井委員 荒井と申します。市民公募で今回参加させていただきました。こういう場は非

常に不慣れでございますけれども、一生懸命勉強させていただいて成果が出るように

頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

石橋委員 石橋と申します。区長推薦ということですが、日ごろは肢体不自由児者父母の

会、また、障害者団体を預かっておりまして、障害を持っておられる方が暮らしやす

いようにということで日ごろ頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

岩﨑委員 こんにちは。私は岩﨑宏政と申します。多摩区・３大学連携協議会というとこ

ろからの推薦なんですけれども、私自身は明治大学の生田キャンパスで生田キャンパ

ス課長を拝命しております。先ほど区長からもお話がありましたように、多摩区に立

地する大学と多摩区で今、協議会というところでできる限り、この魅力ある多摩区を

つくる上で少しでも貢献することができればということで、積極的に会議に参加させ

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

大津委員 名簿の５番目にございます大津努と申します。多摩区の社会福祉協議会からの

推薦で来ております。実務的には民生委員をやっておりまして、区内でいろいろと、

ご想像の場面に遭遇しながら日々苦労をさせていただいております。これからの２年
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間、皆様とともに区のまちづくりに貢献をできればよろしいかと思います。よろしく

お願いいたします。 

国保委員 私は、多摩区医師会から推薦されて来ております国保でございますが、医師会

では医師会長ないし経験者がこういう委員をやるようにとなっておりましたので、前

期からここへ出席させていただきました。医師という立場からはこういう会議は初め

てでございまして、苦手ですが、何か役に立つことはあるかなと思っております。ま

た勉強させていただきます。よろしくお願いいたします。 

辻野委員 こんにちは。名簿の10番目の辻野と申します。住まいがちょうど区役所から

二、三分のところで、向ヶ丘遊園駅の駅前、登戸地区に住んでいます。生まれは昭和

18年の11月で、か弱い気弱なひつじ年生まれですので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 特段キャリアというものも皆様みたいにないんですけれども、たまたま、川崎市と

専修大学が連携して文部科学省の認可を得て開校したＫＳコミュニティ・ビジネス・

アカデミー、今、ソーシャル・ビジネス・アカデミーと言っていますけれども、ここ

の受講をしまして、2009年に受講が終わりまして、これから先どうしようかなと思っ

ていた矢先に、いろいろな問題、地域課題等の何かのお役に立てたらと思っていた

ら、川崎市の区民会議設置要綱が目に触れて、これに共鳴、共感して、応募して、第

３期区民会議の公募で、その後は引き続き、今回区民会議の委員をやらせていただく

ことになりました。 

 何もわかりませんので、よろしくご指導をお願いしたいと思います。 

戸髙委員 かわさきかえるプロジェクトから推薦をいただきまして、２期目の区民会議の

参加とさせていただいております戸髙と申します。 

 私どもかわさきかえるプロジェクトは、未来の子供たちのためにきれいな水と緑の

環境を残して、心豊かに暮らせる、「人と自然が共生するエコシティ川崎をつくる」

ことを目的といたしまして2005年から活動をスタートしております。個人・団体会員

の皆様を含め約200名の会員の皆様に支えられまして、川崎の中で活動させていただい

ております。 

 磨けば光る多摩事業がご縁で、家庭からの使用済みの天ぷら油の回収をさせていた

だきながら、川崎の中でのリサイクル石けん、きなりっこを資源循環のモデルとして

広げていくことと、バイオディーゼル燃料として資源循環、大きな川崎の町を資源循

環の町にしたいということで、多摩区の皆さんと一緒に市民の参加をいただきながら

現在活動をさせていただいています。こうした活動をさせていただきながら、私たち

かえるプロジェクトの会員でいらっしゃる方たちの中ですとか、ポイントとして回収

に協力していただいている方の中には、環境だけではなくて子供たちや高齢者、障害

者の福祉にかかわる活動をしていらっしゃる方たちのお声も聞いております。２期目
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は環境活動ばかりではなく、そういった活動の中から聞いていますお声も、こういっ

た形で区のまちづくりに役立つようなことができたらと思って参加させていただいて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

西山委員 私は、多摩区文化協会の会長をしております西山英子と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 私も今回で２回目の区民会議の参加なんですけれども、皆さん、ご存じである方も

ない方もいらっしゃると思いますけれども、文化協会というものは、歌、踊り、書

道、生け花、いろいろなことを活動しております。会員が大体400人以上おりまして、

多いときは500人ぐらいいるんですけれども、年に１回文化祭を開いたり、いろいろな

先生方を呼んで無料で皆さんに見ていただくように、聞いていただくようにというこ

とで文化協会で講演会をしたり、サロンを開いていろいろな歴史とか文化を探してみ

ようとか、いろいろなことをやっております。 

 文化協会は、できればもう地域に根差した文化協会を目指して、皆さんで楽しくや

ろうではないかということで、会員相互がとにかく楽しくを目標として、なるべく皆

さんに力をかせたらいいな、区民祭に参加できたらいいな、それから、いろいろな区

域に行きたいなとか。ですから、歴史を探したりすることも大切ですし、多摩川音頭

も大事なことだと思います。せっかく北原白秋先生がつくった曲なので、できればこ

れもどうぞ、皆さんに覚えていただいて、多摩区の歌として頑張ってやっていきたい

なと思って、今、文化協会としましては地域に根差すということをまず目標に置いて

一生懸命やっております。 

 区民会議のことに関しましても、文化協会にできることがありましたら、何か力に

なれることがありましたら、いつもやっていきたいなと思っておりますので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

新田委員 こんにちは。区長推薦でお邪魔させていただいています13番目の新田渉世と申

します。向ヶ丘遊園ダイエー裏で川崎新田ボクシングジムの会長をやっております。

ことしで10年目になります。昨年全日本チャンピオンが誕生しまして、地域密着とボ

クシングを通じた人間教育を基本理念として活動しております。 

 見回すと一番若輩のような感じで、私も辻野さんと同じひつじ年で、ちょっとわか

らないですけれども、多分二回りぐらいだと思います。若輩ですが、一生懸命お役に

立てるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

配島委員 14番目の配島裕美と申します。地域教育会議から今回はここに出席させていた

だくことになりました。私たち地域教育会議も、どちらかというと小学生とか中学生

を対象に、今までの私の活動もＰＴＡから青少年指導員とか子供会とか、そういった

青少年育成に関することに携わることが多かったので、今回は多摩区民会議というこ

とですので、もうちょっと視野を広げて、皆さんと一緒にできることをやっていきた
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いと思います。よろしくお願いいたします。 

原田委員 皆さんこんにちは。多摩交通安全協会から参っております原田と申します。前

回は交通関係のことでひとつお願いしますということで、自転車を交通事故から守る

ということで始めたところ、３・11の震災がございまして、町の中に自転車があふれ

ているということもございまして、事故も大変多いということで、たまたま自転車の

ことを取り上げましたらば、そういう事故もございまして、とにかく地域で自転車が

多いということで、ルールとか、そういうものをつくって、皆様に交通事故のないよ

うにというふうなこと、自転車事故のないようにということで始めたことがございま

した。それがまさに当たったということでもないんですけれども、自転車の交通事故

に対しての排除というんですか。それと、宣伝をして、地域に自転車事故がないよう

にということでビラをまいたり、また、警察からもらったチラシなんかもまいて、２

年間やってまいりました。 

 また今回も交通安全協会から推薦をいただきまして出てまいりました。皆様におき

ましても協力をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。よろしくどうぞ。 

松本委員 こんにちは。松本英嗣と申します。私は多摩区の町会連合会からの推薦という

ことで、今回初めてこの区民会議に参加させていただくことになりました。区町連メ

ンバーですので、私も単会の町会の会長をやっていまして、登戸の駅のところから宿

河原のほうに目がけた登戸南部町会があるんですが、そこの町会長を、まだ４年ぐら

いですけれども、その前に副会長、メンバーとしてやっていまして、20年、30年ぐら

いやっています。最初の10年ぐらいはほとんど何の役にも立たないというか、力仕事

でお手伝いすることが中心でしたけれども、だんだん何かいろいろな役が回ってき

て、やらされているというようなことで、結局会長までさせられたということでござ

います。 

 私は、配島さんも一緒にやっていたんですけれども、配島さんがさっき言っていま

した青少年指導員を二十数年やっていましたので、子供たち、特に、子ども会もやっ

ていたんですけれども、小学生は割といろいろな子ども会とか、ＰＴＡさんがいろい

ろやっていて、余りもう問題ない、事故が起きないようにとか、けがをしないとか、

あるいは変な事件に巻き込まれないようにするとか、そういうところを気をつけてい

けばいいと思うんですが、中学生以上になると、もう地域のことも何もないし、そう

いう人たちにちょっと我々の中に入ってきてもらえばいいなというようなことを思っ

たりもしております。 

 町会としては、先ほど区長さんのお話があったように、暮らしやすいまちづくり、

とりあえず私の町会がみんなに暮らしやすいなというふうに思えて、また、いつも周

りの人にも言っているんですけれども、この辺に住んでいる人はほとんど東京とか川
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崎、横浜に勤めに行ってしまう人が多いので、男の人は寝に帰るだけ。最近若い女性

も仕事をしているというようなことですけれども、お母さんたちは仕事をしていても

近くで仕事をしている。それから、子供たちは近くの学校に通っている。そういうこ

とであれば、地域で過ごす時間が非常に多い。そういう中で暮らしやすい町、あるい

は顔をすぐ知って、こんにちはとあいさつできるような。こういうものが防犯とか防

災にもつながるのではないかということで、いろいろな行事をしたりしているんです

けれども、何しろ年齢的にも体力的にもパワー不足で、人数的にもパワー不足になり

ましたので、そういうところをもう少し活性化しなければいけないというふうな思い

が強くありまして、今日は、今回参加させていただいて、私自身も含め町会の活動に

参加をさせていただければなという思いも持って参加しました。よろしくお願いいた

します。 

吉田委員 どうも皆さんこんにちは。19番の吉田輝久と申します。多摩区自主防災組織連

絡協議会から推薦ということで、こちらのほうに参りました。 

 前回の第３期の区民会議に、私は交通安全部会の委員という形の中で、自転車の安

全、交通安全についてということで２年間勉強をさせていただきました。自転車の利

用が大変増えておりまして、自転車の運転が重大事故につながる可能性があることか

ら、自転車走行に関する自転車利用のルールとか、あるいは、マナーをどうしたら守

れるのか。どのようにしたら周知徹底を皆さんにできるのか。そんなことを２年間調

査、検討してまいりました。皆様に配付しております資料の中の、この４ページです

けれども、「自転車の交通安全」という、これで会議的には前回のまとめにさせてい

ただきました。 

 今回につきましては、皆さんと一緒に考えながら、できれば災害時の要援護対応と

か、そんなことについて勉強してみたいなと、そういうふうに心の中では思っており

ます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございました。 

 次第でいくと参与になるんですが、まだ見えていらっしゃらないということですの

で、続きまして、行政側でございます。 

 区長から順に、区民サービス部長にお願いしたいと思います。 

区長 多摩区長の池田でございます。ことしの４月から区長を拝命しております。またよ

ろしくお願いいたします。 

副区長 皆さんこんにちは。多摩区の副区長の土谷でございます。私もこの４月から副区

長を拝命しておりまして、その前は生田出張所で３年間お世話になりました。そうい

う意味では多摩区で仕事をさせていただいて４年目になります。皆さん方と一緒に、

このすてきな多摩区をもっともっと盛り上げていきたいなと考えておりますので、ご
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協力をよろしくお願いいたします。 

区民サービス部長 区民サービス部長の高橋でございます。区民サービス部は区民課ある

いは保険年金課等、窓口職場を抱えております。それですので、区民の皆さんに便利

で快適な区民サービスの提供を目指しておりますので、よろしくお願いします。 

生田出張所長 生田出張所長の小島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

保健福祉センター所長 保健福祉センターの林でございます。保健所の業務を担当してお

ります。よろしくお願いいたします。 

道路公園センター所長 道路公園センター所長の佐藤と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

こども支援室長 こども支援室長の池田と申します。よろしくお願いします。 

保健福祉センター副所長 保健福祉センター副所長の石戸と申します。担当は福祉事務所

の部門を担当しております。よろしくお願いします。 

総務課長 総務課長の布川と申します。よろしくお願いいたします。 

企画課長 改めまして、企画課長の門間でございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、企画課が事務局を担当しますので、職員をご紹介したいと思います。 

事務局 企画課の井川と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局 企画課の奈良と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局 企画課の古谷と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局 企画課の上野と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局 企画課の櫻井といいます。よろしくお願いいたします。 

司会 以上で自己紹介を終了いたします。 

 先に言えばよかったんですけれども、お手元の席にあるスタンドマイクですけれど

も、これは集音用のマイクになっております。ですから、ご発言は、この回すマイク

でやっていただければと思いますので、どうも失礼いたしました。 

 次に、本日お配りしております資料の確認及び会議公開などにつきまして事務局か

らご説明申し上げます。 

事務局 今、課長の門間からもお話をさせていただきましたけれども、集音用のマイクを

設置させていただいてございます。川崎市では会議の公開に関する条例というものを

設置してございまして、当区民会議につきましても公開の対象となってございます。

そういう関係もございまして会議録を作成するといったことと、傍聴の方にお入りい

ただくということがございますので、皆様にはご了解をいただきたいと存じます。 

 それでは、資料の確認をさせていただきたいと存じます。お手元にクリップどめで

なってございますけれども、順次確認していただければと思います。 

 まず、次第がございまして、次第をおめくりいただきますと、資料１として会議委

員の名簿がございます。続きまして、Ａ３を三つ折りにしてございますけれども、資
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料２といたしまして本日の座席表がございます。そちらをおめくりいただきますと資

料３として、こちらもＡ３を折っておりますが、第４期多摩区区民会議開催スケジュ

ール（案）がございます。続きまして、カラー版でございますけれども、第３期多摩

区区民会議報告書（概要版）がございます。その次に、参考資料２といたしまして、

平成23年度多摩区区民意識アンケート概要版がございます。その後ろに、またこれも

Ａ３で三つ折りにしてございますけれども、参考資料３といたしまして、各区区民会

議審議一覧がございます。その次に、参考資料４といたしまして、川崎市区民会議条

例、また、その後ろに川崎市区民会議条例施行規則がございます。その次に、またこ

ちらも参考資料となりますけれども、「進めています！市民自治」ということで自治

基本条例に関するパンフレット、続きまして、そちらの下に、藤子・Ｆ・不二雄ミュ

ージアム開館１周年記念イベントのチラシ、「わく多ま！」のチラシがございます。

その次に「私たちのまちづくり」といたしまして、多摩区まちづくり協議会ＮＥＷＳ

がございます。その下でございますけれども、これも別でクリップどめにさせていた

だいてございますけれども、第２回のミーティングの開催のお知らせ、また、今後の

日程の調整についてのお願いという文書をつけさせていただいてございまして、返信

用の封筒もつけさせていただいてございます。こちらは本日お持ち帰りいただきまし

て、予定等をご記入の上、返信をしていただきたいと考えてございますので、よろし

くお願いいたします。 

司会 お手元の資料を確認いただきまして、不足等はございますでしょうか。 

 

３ 正副委員長の選出 

司会 特にないようでしたら、続きまして、正副委員長の選出に移りたいと存じます。 

 正副委員長の選任に当たりましては、川崎市区民会議条例第５条第１項の規定によ

りまして委員による互選となっております。８月24日、先日開催いたしました事前ミ

ーティングにおきましては、事務局一任との決定をいただきましたので、委員長及び

副委員長の選任について調整させていただいたところでございます。 

 その調整の結果、初めに、委員長候補者は多摩区社会福祉協議会から推薦をいただ

きました大津委員でございます。次に、副委員長候補者でございますが、区長推薦で

委員をお願いしました石橋委員でございます。同じく副委員長候補者でございます

が、かわさきかえるプロジェクトから推薦いただきました戸髙委員にお願いしたいと

存じます。 

 以上の方々に正副委員長をお願いしたいと思います。皆様の拍手をもちましてご承

認いただければと存じますが、いかがでしょうか。 

         〔 拍手 〕 

司会 ご承認いただきましてありがとうございます。 
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 委員長、副委員長が決まりましたので、それぞれ委員長席、副委員長席のほうにお

移りをいただきたいと存じます。 

 それでは、３人の方にご就任のごあいさつをいただきたいと存じます。初めに、大

津委員長からごあいさつをお願いいたします。 

大津委員長 第４期の区民会議の委員長という大役を仰せつかりました。ふつつか者では

ございますが、各委員の皆様、そして行政、事務局の皆様、参与はいらっしゃいませ

んが、皆様のご協力のもと２年間務めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 私も、先ほど何人かの方がおっしゃいましたが、きょうの名簿で拝見しますと、第

３期に引き続いた２期目の委員の方が10名いらっしゃいます。私もその中の一員とし

て、第３期はコミュニティ交流促進部会の座長役で務めさせていただきました。 

 私の住んでおりますところは宿河原の２丁目、わかりやすく申し上げますと宿河原

幼稚園のすぐ南側というところで、御年70年ちょっと地元に住んでおるものでござい

まして、若いときから会社人間ではございましたけれども、途中から町会の役員をさ

せられたり、いろいろとどっぷりと地域につかりつつも今日まで来れたのは、この緑

の立派な川のよいところで子供のときからはしゃいで、泳いで、踊ってということの

おかげだと。この年になりまして、せめて地域に何がしかのお返しができればなとい

う気持ちでこういう会議にも参加させていただいております。 

 これから２年間よろしくお願いいたします。（拍手） 

石橋副委員長 副委員長を仰せつかりました石橋です。私は、第３期も副委員長というこ

とで務めさせていただきました。先ほど障害児者を持つ親の団体を預かっていると言

いましたけれども、不幸にして多摩区と川崎と神奈川県と、全部会長職を仰せつかっ

てしまいましたものですから、来週から全国大会で、昨晩ですか、けさ方ですかね。

震度５強の地震がありました仙台へ行かなければいけないんですけれども、障害を持

っている方々の目線でこの区民会議に参加をすることが本旨ですので、委員長を補佐

して活発な意見交換ができる場にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。（拍手） 

戸髙副委員長 副委員長を務めさせていただきます戸髙です。私もひつじ年です。こうい

った場で発言するのはとても本当に緊張して苦手なんですけれども、微力ながら、２

期目ということもありますし、多摩区で子育てもし、これからも皆様と一緒にこの多

摩区で心豊かに暮らしていきたいと思っていますので、この区民会議を通じまして、

微力ですが副委員長を務めさせていただきながら、いい形でのまちづくりの提案が皆

様とつくり出せるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（拍手） 

司会 ありがとうございました。 
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 それでは、ここで議事の進行を大津委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

４ 議事 

大津委員長 それでは、早速議事に入っていきたいと思います。 

 

（１）第４期多摩区区民会議での取組テーマ等について 

大津委員長 まず最初に、きょうの次第の４番目に書いていただいております議事の

（１）第４期多摩区区民会議での取組テーマ等についてということで、皆様、各委員

から日ごろの活動、あるいは専門的な分野でのこと等から、この第４期ではこういう

ことをテーマとして立てたらいかがかと。日ごろの思い入れ等を含めながら順次ご発

表を賜りたいと思います。 

 先ほどの自己紹介と同様に、名簿のあいうえお順からいきたいと思いますので、ま

ずは安陪修司委員、お願いしたいと思います。 

安陪委員 安陪と申します。 

 私どもの推薦団体であります商業関係のことをちょっとお話ししてみたいんですけ

れども、以前は商店会というものも大変にぎやかで力があった団体なんですけれど

も、昨今、時代の変化とともに、一々町の中を歩かなくても電車の帰り、駅の構内で

買い物ができるようなご時世になっております。そのような中で非常に商店会も苦し

んでございます。 

 今、商店会等で申しますと、街路灯等がほとんどの商店会は設置されておるんです

けれども、そういう街路灯等は商店会独自の資金で維持管理されている商店会がほと

んどだと思います。その維持管理というものも大変な額で、今日で、また震災等で電

気需要、その他いろいろありまして、電気料も大変上がってきます。ですが、そうい

う負担をしているということが一般の区民の方には浸透していない。公の施設でやら

れているのではないかと思われている方が八、九十％かと思います。 

 そのように各業界それぞれ苦労をしているということと、これは小さいことである

んですけれども、考えによっては大きなこと。これは、私もこの地元で小学校５年か

ら暮らしておりましたけれども、サラリーマン人生、定年になって、この地に着陸し

て改めて思い知ったのでございます。 

 例えば、向ヶ丘遊園の南口をおりますと、これは今、南口と申しましたけれども、

バス等の発着は遊園東口。これからこの地を、生田緑地等もますます充実されてき

て、外から来るお客様は小田急線の南口イコール東口ということは知らないで、駅の

前等で東口はどっちと小田急の改札の方にお聞きになって、そのような形で、重要な

名前の統一、ひいては、それがはっきりしていないと地元の魅力も二分されるという
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ような不確かな呼び名である。そのようにもとれます。これは簡単なことなので、ち

ょっと何とかならないかと言っても、それぞれの立場でいろいろ経緯があってそうい

う名前がつけられたのかと思いますけれども、名称の統一も検討課題の１つにお入れ

いただければと考えております。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、荒井精一委員、お願いいたします。 

荒井委員 荒井でございます。 

 私は、公募のときの論文で防災関連ということでテーマに出させていただいたんで

すけれども、今回のテーマとして防災、減災を１つのテーマにと思っているんです。 

 昨日も東南海地震の報道がありまして、本当にそれだけでも大変な思いという感じ

はするんですけれども、私も今回の資料を見まして、区民意識アンケートで防災関係

が非常に少ないということを見て、ああ、そういう感じなのかなということが意外な

思いがしたんです。消防力の強化や防災体制の整備で市民の関心が16％ということが

あって、非常に意外な思いがしたんですけれども、ともかく防災、減災については、

震災が起きた場合に死者、負傷者をどれだけ少なくできるか、最小限にできるかとい

うことが非常に大事なテーマかなと思うんです。 

 特に自助、共助、公助とありますけれども、それらが全部連携していって非常に効

果を発揮すると思うんです。例えば、自助というふうに考えますと、実際に自宅の耐

震化とか、テーマとしては非常に大きな問題になりますけれども、家具の転倒防止と

か、実際にどれだけ防災の準備をしているか、いざというときにどこで集まるかと

か、そういうことも非常に重要なことなんですけれども、１つのテーマとして考えら

れるのは、実際にこのあたりの自助ということが、どれだけ準備が区民の間で進めら

れているのかということが、区のほうでも保存版ということで、川崎市ですか。ある

んですけれども、実際にどれだけ区民の皆さんが自助ということで準備をされている

のか。また、実際に防災のために自助をどの程度までしっかり進めているのか。ま

た、どうすれば進められるのかということが１つの大きなテーマだなと思います。 

 もう１つは共助です。自治会の皆さんとか、今日こっちにいらっしゃる吉田先生と

か、いろいろな形でものすごいご努力いただいている部分だと思うんですけれども、

共助で一番大事なといいますか、いわゆる隣組がどれだけしっかり、お互い生存して

いるかとか、いろいろな形での共助ができるかということが、ひとつ重要になるので

はないかと思うんです。そういう意味で、いわゆる共助として隣組としてしっかり、

いざというときに助け合えるような体制を、向こう三軒両隣というような表現もあり

ますけれども、非常に近いところでお互いに助け合えるような。 

 ３期のテーマとしてコミュニティーという問題もあったと思うんですけれども、非

常に隣組として、もういるのかいないのかとか、仕事で本当に遅くなられてふだん全
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然会うことができないとか、そういうこともあると思うんですけれども、そういうこ

とと、もう１つは、例えば、緊急の連絡をとるのに緊急連絡の名簿をどういうふうに

して扱っていくのかとか、例えば、マンションのドアが緊急のときに、地震のときに

開かなくて、それを開けるのにどうすればいいのかというようなことも、実際に問題

が起きたときに生存確認するには非常に大事なことではないかなと思うんです。そう

いう部分を、法律の問題も含めてどういうふうにしていけば非常に円滑に共助の体制

がつくれるのかということを、テーマとして検討できればと思っています。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 続いて、岩﨑宏政委員、お願いします。 

岩﨑委員 岩﨑です。 

 私は、先ほども申し上げましたように、日ごろ大学のキャンパス課長ということ

で、主に通学する学生の安全の確保ですとか、そういったことを主に業務として行っ

ているんです。 

 今回この会議に参加させていただくに当たりまして、今のお話をいろいろ伺いなが

ら、実は、明治大学でも例の３・11を境にしまして、大規模な学生全体を対象とした

避難訓練をまず実施してみないと、何が起こるかわからないというようなところか

ら、直近では来月に、すべての学生というのはなかなか一遍には難しいんですけれど

も、まず、どういう動きをするのかとか、どこに誘導するのかというところをきちん

と、一応マニュアルはあるんですけれども、マニュアルどおりにいくのかとか、そう

いった検証も含めてまずはやりましょうという、今、段取りになっています。 

 今いろいろ皆様のお話をお伺いしていて、では、実際に震災等が起こった際に、キ

ャンパスの中で学生が避難をした後に、最終的には徒歩になるのか、どういった形で

そこから次の避難というんでしょうか。そういったものを想定したときに、これは地

域の皆様方とできるだけ連携をとったりとか、情報の共有をしながら、安全かつ少し

でも迅速に避難をするような仕組みを考えていかなければいけないのかなというふう

に、今改めて考えています。 

 ちなみに、明治大学では約7800名で、恐らく専修大学さん、それと日本女子大学さ

ん。私どもの明治大学は最寄り駅でいきますと生田駅、専修大学さんですと向ヶ丘遊

園で、日本女子大さんですと読売ランド前というところで、少し分散はされているん

ですけれども、いずれにしても二万数千名の学生さんがいる。どういう時期に起こる

かはわからないんですけれども、これは通常の授業を行っている期間と時間帯です

と、今申し上げましたように２万数千名の学生が避難をしなければいけない状況も想

定しなければいけない。そういったときに、どういった経路でとか、そういったとこ

ろも学内だけではなく、地域の皆様とも情報を共有したりとか、いろいろ一緒に検討

させていただくのが一番いいなということで、私どもとしてはそういったテーマを審
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議に挙げていただくとありがたいと思いますので、提案させていただきたいと思いま

す。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 では、国保先生、お願いします。 

国保委員 私は、前回のお話し合いのときにも申し上げましたけれども、この部会は恐ら

く根底にコミュニティーというものを、よりよき昔といいますか、大家族で隣近所と

もおつき合いもある、そういう非常に日本社会独特のおつき合いといいますか、お互

いにお互いを見つめ合うという時代があったと思うんですね。それがやはり非常に現

在欠けておりますけれども、これは時代の流れと、もう１つはプライバシーというこ

ともありまして、今こういう世の中になっていると思います。 

 今、お２人の方からお話がありましたように、犯罪でも防犯でも災害でも、互いに

知り得ない状況で隣家が存在しているということは非常にマイナスだろうと思います

けれども、これがまたうまいコミュニティーをつくるということで、前回の会議でも

大変話が広がりまして、結局結論に至らなかったということがあります。 

 私は、その根底にあるものを、この区民会議ではそこに置いて、隣は何をする人ぞ

というのではなくて、そういう人間関係をつくっていく場とか、いろいろなわざとか

があったようでございますけれども、集まりをできるだけ、人が集まってくるという

のが今、自然の流れで一番、お祭りとか、踊りの大会であるとか、何々の体操の会と

か、公園とか、そういうところに人が集まってきますから、そこの場を利用して人間

としてつき合いを深くしていく。それを何らか方策を強めて広めていく、広がってい

く。そういうふうにしないと、この区民会議は27％の人が知っているといいますけれ

ども、私の診療所で聞くと知っている人はいないんですね。１％か２％かなと。申し

わけないけれども、そこの向ヶ丘遊園駅を降りて皆さんに聞いたら、区民会議を知っ

ていますかと言ったら、知っていると言う人はほとんどいないのではないかと思うん

です。ですから、この間、そういうお話をおっしゃったことがありますが、この会議

では具体的にこうするぞという具体案をつくりたい。 

 私としては、きょう本多さんはいらっしゃいませんけれども、戦争を体験された方

も多いと思いますけれども、皆さんが長寿、長生きして、病気をしないで生きる方法

をマル秘で考えていまして、いずれ皆様にご紹介いたしますけれども、ただ食べるも

のを減らすのと運動することですね。これは長寿遺伝子というものが最近発見されて

いまして、これがどうやったら活躍するかというふうなお話を何かの機会にすれば、

皆さん集まってくれるかなと。そういうことをやりたいというふうに思って、集まり

の場所でその場を広げる、そういうものはいかがでしょうかと思っております。 

大津委員長 ありがとうございました。では、辻野委員、お願いします。 

辻野委員 辻野ですが、私は第３期区民会議委員としてコミュニティ交流促進部会に参画
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して、提言、まとめに参画したんですけれども、その反省も踏まえますと、やっぱり

提言が望ましい状況づくりという形を念頭に置きながら、いろいろな壁とか制約にぶ

つかって、いま一つ未完成というか、不完全燃焼で終わった提言になったという形

で、次善の策の提言になったということが１つの反省材料となっています。 

 この第４期のテーマは、区民参加と協働により取り組む必要があると考える地域課

題という形で出てきていますけれども、我々は１期、２期、３期とやってきて、ここ

でそろそろ集大成して活動のステップアップにギアを踏み、アクセルを吹かすタイミ

ングなのかな。もう待ったなしの時期に来ているのかな。と申しますのは、今、皆さ

んからもお話がありましたように、教育の問題、いじめの陰湿化、学校のそういう問

題、高齢者の問題、孤独死、孤老死、白骨死体、子育ての問題、親の子殺し、子の親

殺し、虐待、それから、今、先生が言った、長寿化、長寿化と喜んでいましたら、死

んだまま、そのままほうっておくというような事例。陰で年金を受給しているという

言語道断とか、もう世の中は痛ましい、目を覆いたくなるようなニュースが非常に頻

繁になって、また、多摩区内でも今後そういうものは増加せざるを得ない状況です

し、買い物弱者、交通弱者の問題も山積してくる。 

 そして、こういう問題を解決する解は何だろうかというと、私はやっぱり、顔の見

える人間関係づくり、地域に根差した優しさの循環する地域社会のきずなづくりに解

があるのかなと思っています。そのための実現の取り組みとか仕組みづくりをやって

いけば、そこに必ず生きがいづくりの新しい風、例えば区民が町と関わるのが楽しい

とか、この町が好きだとか、町に出て元気になったとか、こういう言葉が区民から出

てくるようになって、多摩区に生きがいづくりの新しい風が吹き始めるとか、区民１

人１人が輝けるステージを育てて次世代でつないでいくとか、こういう形の思いを区

民会議の中で集大成できたら、あるいはそれに一歩でも近づく地域づくりができた

ら、その思いを強く、３期の活動を踏まえながら確信しました。 

 そういう意味で、第４期が１つの大きなエポックとして、皆さんと一緒にまちづく

り、あるいは地域づくり、人間関係づくり、民の力が震災のとき、やはり救ったよう

な、そういう状況づくりができたらと強く思っています。よろしくご指導ください。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 では、西山委員、お願いします。 

西山委員 私も３期で、今度２回目なんですけれども、この前のときは、ちょっとよくの

み込めないまま過ぎてしまったという感じなんですけれども、コミュニケーションに

つきまして、確かに場とか、いろいろなことがありましたけれども、実際見て、場

が、駅前コンサート。では、駅前ってどこにあるんですかという。では、南武線と小

田急線の駅前のあいているところはどこですかということも言いましたけれども、結

局どこも使えない。場所がない。だからコミュニケーションで音楽のあれはできない
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という形になりましたし。ですから、場とかなんとかというよりも、ちょっと間口を

広げ過ぎたのかなという気持ちもありますね。 

 その後に、コミュニケーションが変わった後に、交通の、先ほど自転車の問題が出

ましたけれども、白線の中を走れということでしたけれども、白線は30センチぐらい

しかなくて走れないんですよねという話もありましたし、交通にしても、何となく全

部が全部、何か中途半端な感じがしたんですね。 

 ですから、もっと今おっしゃったように人間関係ですね。とにかく殺伐としている

ので、どうやったら人間関係がうまくいくのかなとか。私も三味線とか民謡をやって

いるので、早く言えば古いわねと言われますよ。民謡なんて古いわねとか、よく言わ

れることもあるんですけれども、今、三味線を弾きますねと言って、あら、珍しいわ

ねと言われる時代なんです。昔は三味線といえば、ちょっと特殊な芸だったかもしれ

ませんけれども、今はもう、まだ三味線なんてやっているのというような感じがある

んですね。 

 民謡は日本の心、要するに土から生まれた歌が多くて、労働歌が多くて、そういう

ものをもっと大事にしてほしいというのが先にあったんですよ。ですから、この区民

会議において人間関係、確かに人間関係は一番大事なんですけれども、確かに今、辻

野先生がおっしゃったように、もうとにかく殺伐として、本当に子殺し、親殺しが、

本当にもうテレビを見るのが嫌になるくらいな時代なので、一番大事な人間関係に重

点を置いたらどうかなと思うんですよね。皆さんで話し合って、人間関係をどうした

ら一番できるのかということを。やっぱり皆さんがおっしゃったように隣近所のつき

合いが一番大事なのではないかな。顔が見えるつき合い方が一番いいのではないかな

と、私も今、皆さんの話を聞きながらつくづくそういうふうに感じております。 

 ですから、できればそういう問題にもっと深入りしていきたいと思いますので、ま

た今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、新田委員、お願いします。 

新田委員 区民会議は今回初めて参加なので、ちょっと様子がよくわからないんですけれ

ども、一応２つばかりテーマというか、ちょっと考えてまいりました。 

 １つは自転車の問題なんですけれども、交通安全という立場というか、見方もある

と思うんですが、駐輪場がとにかく、最近増えてはいるんですけれども、やっぱり依

然不十分だなというふうにいつも感じておりまして、私も自転車で移動することが多

いのでよく感じるんですけれども、例えば、駐輪場がいっぱいだと結局停められなく

て、では、家へ帰るしかなくて、家へ帰ってまた歩くしかないとか、あるいは、どこ

か停めてはいけないところに停めてしまう人もいるかもしれない。放置自転車になっ

てしまうかもしれないということで、いろいろ難しい問題はあるかもしれないんです
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が、この多摩区は割と平らなところが多くて、自転車の利用者も多くて、いいことだ

と思うので、駐輪場の充実は前から課題だとは思うんですが、もっともっと増やして

いけたらいいのではないかなというふうに、ひとつ感じております。 

 もう１つが、コミュニティーという問題も先ほどから言われていますが、たまたま

スポーツに関連している仕事をしていることもあるんですが、スポーツというものが

コミュニティーをつくるのにはとても大きな役に立つものではないかと考えておりま

す。ボクシングは余りなじみがなくて、コミュニティーをつくるのにどうなのかなと

思われる方も多いかとは思うんですが、ボクシングも、例えばエクササイズみたいな

ことも最近は人気がありますし、そういったものをどんどん普及させていって、お互

いにコミュニティーをつくるようなこともできるのではないかなと。 

 それから、ボクシングのプロの試合なんですけれども、地元で地元でというふうに

思っておりまして、昨年２回、とどろきアリーナというところでボクシングの興行を

開催しました。というのは、本当は地元といったらば多摩区なんですけれども、残念

ながら多摩区でできるところがない。例えば多摩市民館の大ホールとかも、窓口を当

たったんですけれども、そういうものはだめだというふうに言われてしまいまして、

多摩スポーツセンターもそういった格闘技のイベントは一応できないようなことにな

っているということで、これは自分のところの話になってしまうので、いかがかとは

思うんですけれども、このように、何かシステム的にせっかく、例えば人が集まるか

もしれない、人の触れ合いが持てるかもしれないというふうなことがあるにもかかわ

らず、制度でそれが実現できないのは非常にもったいないのではないかなと思いま

す。例えばこういう条件をクリアすればいいよとか、そういうことがあれば、もっと

人がコミュニティーの場を持つ機会だったり、触れ合う機会だったりがもっともっと

ふえるのではないかと思うので、例えばそういったシステムの改善とかを少し検討し

ていければいいかなと思っております。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、配島委員、お願いします。 

配島委員 配島です。 

 私も今年からということで、まだ何をテーマにと言われても、きちんと位置づけら

れないんですが、幾つかちょっと気になっていることとか思うことがあるので、述べ

させていただきます。 

 例えば、自転車とか安全とかといって、小中学生を対象にした安全とか、それもす

ごく大切なんですけれども、実際車に乗っていて、はっとするようなものは、どちら

かというと大人の方の自転車。わきを走っていて、ふいに後ろも見ずに曲がられたり

とか、信号待ちをして体は歩道にあるけれども自転車の前輪は出ているというよう

な、何かそういう気になることがあったりするので、交通安全とか自転車に関しても

 － 17 －



小学生とか中学生、もちろん全体にというようなこともあるし、まず大人の認識から

みたいな思いもありますし、また、コミュニティーというか、そういうことに含まれ

るかとは思うんですけれども、例えば多摩区の中高生を対象にした何か企画、それは

防災でもいいし、交通安全でもいいし、ミュージックでもいいんですけれども、何か

そういう中高生を中心として、中高生が自分たちで何か企画しながら大会だとかイベ

ントだとかをするというものがあると、中高生だけではなく大人、もっと下の子、そ

れを企画する私たちとの触れ合いがふえるのではないのかなと思います。 

 ちらっと聞いた話だと、今、３大学のほうで小学生との科学研究があって、例えば

子供たちが行って、テーマだとか、いろいろな疑問に答えて、大学生がそれに合った

指導なり実験なりをしていくみたいな、そういうものもすごくすてきなことだと思う

し、今度は逆に、中学生とか高校生、逆に大人の方とそういったコミュニケーション

をとるような企画があってもいいのかなと。そうしていくと、どんどん輪が広がって

いくのではないのかなというふうに、今、漠然となんですけれども考えております。 

 まとまらない話で申しわけないんですが、以上です。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 原田委員、お願いします。 

原田委員 私は３期の交通部会を担当いたしましたけれども、交通部会でも交通に対して

のマナーというんですか。自転車には五則のマナーがございますけれども、自転車に

乗っている方はほとんどの方が、そのマナーというか、ルールは知らないまま乗って

おりますね。これは家庭から、学校からというようなことでお願いしながら交通ルー

ルを覚えてもらうようにはしておりますけれども、なかなか実際に、自転車は乗り出

したらば自分流にどこでも走っているという感じでしておりますので、本当に目に余

る自転車の横暴というんですか。それが自分たちがやってきた交通ルールのことを覚

えていますので、余計に何かそれが目につくというふうなことがございます。 

 ２年間やってきましたけれども、一昨年の８月でしたから、その後、大震災で３・

11がございましたので、やっていただくことがよかったなとは思いましたけれども、

大変その後の帰宅困難者、それと、身軽に手軽にできる自転車ということで、通勤に

も今、大方の方が自転車を使って会社へ行っているというふうなこともございまし

て、その方はある程度の自転車の五則は覚えていらして、例えば左側を走っている自

転車を見ますと、信号ではないんですけれども、前はぱちぱち、それから後ろでもぱ

ちぱちつけて走っている方がいます。でも、町中を走っている子供さんにしても、年

寄りの方にしても、右を走ろうが、左を走ろうが、もうお構いなしにというふうなこ

ともございまして、それを見ると、言いたいんだけれども、それをやるとけんかにな

ってしまうので、見て見ぬふりもあります。それと、雨が降ったときなんかは、傘は

片手で自転車を運転してはいけませんので、傘をつけたまま走っていたり、それか
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ら、朝見ますと、学生さんなんかが両耳にレシーバーをつけて、こちらが例えばだめ

ですよというふうな話をしようとしても、耳が両方ふさがっていますから知らん顔を

して通り過ぎてしまうというか、そんな感じもございまして、朝、向ヶ丘遊園の南口

のところに駐輪場がありますので、そこへ朝早く、皆さんが通勤に来られるところを

見計らってチラシをまいたりしたこともございました。それから、多摩区には自転車

を販売しているお店もあるらしくて、そこにチラシを置いてもらって、自転車のマナ

ーのプログラム、チラシを置いてもらったりということで、前回はいろいろとそうい

うこともしました。 

 それから、これからも秋祭りもありますけれども、イベントのときにチラシをそれ

ぞれ、そこのお祭りに来てくれる方にお配りしたりして、2000枚ぐらい前回はまきま

したけれども、そのぐらいまけば自転車へ乗る人と乗らない人のチラシの配るあれが

わかりませんので、受け取った人はそのままですけれども、それはうちへ持ち帰っ

て、こういうことがあるわよということで話をしていただければ、少しずつ事故もな

くなるんでしょうけれども、２年間でございましたけれども、なかなかそれを皆さん

に周知できないまま終わりましたので、これからも自分の安全協会の立場とすれば、

できるだけ周りにそういう事故をなくして、ルールを守っていただくことを徹底して

いただければ多摩区からの自転車事故もなくなるのではないか。そんなことで日ごろ

考えているところでございます。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 では、続きまして、松本委員、お願いします。 

松本委員 自転車のことについては、私も本当に今、自分たちのこの登戸を中心にいろい

ろな活動をしていますけれども、特に無灯火は、我々は年をとってくると、ああ、来

たなと思ったものを見つけるのが遅いんですかね。すぐ来てしまうような感じで、つ

いていれば少し前から自転車が来たなというのがわかるんですけれども、無灯火と、

それから、若い人が携帯をしながら乗っているというのは、これもまた、ちょっと人

が急に出てきたりしたときの対応が非常に遅くなって、非常に危険な状況がある。 

 自己紹介で言いましたように、私は町会のことを一生懸命考えているものですか

ら、町会の中でそういうものがあると、腹が立つというか、何か言おうと思うんだけ

れども、言ったらまたけんかになってしまいそうで、けんかになったらこっちがどう

せ負けてしまうので。そんなことで言いたくてもなかなか言えない。何か帽子でもち

ゃんとかぶって、そういうあれであれば、無灯火ではなくて電気をつけてくださいと

いうのは言ってもいいんですけれども、しょっちゅうそう言うわけにもいきませんの

で、そんなことを思った。自転車の問題はそういうことなんですが。 

 それから、先ほど言いましたように、町会をやっていますと、皆さんがおっしゃっ

たように、コミュニティーというものが非常に大事だということはもちろん。コミュ
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ニティーがなければ町会もあり得ない。最近、行政からも防災だけではなくて、いろ

いろな問題で町会に、町会にということでやってきます。言われるまでもなく、我々

町会は隣近所、近くの人たちに何かもしあったときに一緒に逃げたり、一緒に考えた

りするような団体というか、そういうところですので、日ごろ顔を知っていないと何

もできない。もし大規模な震災で避難するようになったときに、あの人、大丈夫とい

ったときに、いや、ちょっと知りませんでは済まないものですから。民生委員さんは

非常によく把握してくれていると思っていますけれども、それだけでは十分ではない

かもしれません。そのために、どうやって隣近所の人と顔見知りになるのかというこ

とが非常に大事だというふうに、もう常々思っております。 

 そのために、今度、登戸は土日がお祭りなんですけれども、いろいろなお祭りをや

って、いっぱい人を集めておみこしをやったりとか、子供おみこしをやったりという

ふうなことをやるんですけれども、こういうものも１つの防災訓練ではないかと思う

んです。いろいろな行事、もちつきをやったり、子ども会のお芋堀りをやったり、い

ろいろなことをやって顔見知りを少しでも多くつくろうと。お手伝いに来る人も、も

う昔、会社ですと効率よくやろうなんて言って、効率を悪くやろうと。たくさんの人

に少しずつでもかかわってもらって、顔見知りをやって、ああだ、こうだと言いなが

らやっていこう。 

 ただ、私どもの町会というか、最近多くなったんですけれども、マンションとかの

集合住宅の方たちは、子供が小さいときは子ども会の行事に参加してくるんですけれ

ども、子供が中学生ぐらいになってしまうと、もうほとんど町会のことには、ほとん

どというか一切かかわっていない。町会にも入っていないところもあります。大家さ

んとか管理組合の方が町会に入っているということですけれども、メンバーの人たち

は町会に入っている意識はほとんどないんですね。そのくせ何かあると、ちょっと防

災訓練をやっているのとか、そういうことを言ってくるので、私の言い方は過激にな

ってしまいますけれども、義務が余りなくて権利ばかり主張するというか、そういう

ふうにもとれてしまう。そんな感じであります。 

 確かに我々は何かやりたいという思いはいっぱいあるんですけれども、なかなかで

きない現状もありますので、何かもう少しいろいろなことでやっていきたいなと思っ

ている。例えば、防犯なんかでも多摩区では、駅の周辺なんかで登戸とか宿河原と

か、あの辺は空き巣とか、そういうものが結構ある。ああいうものも、やっぱり隣近

所でいつも何か、こんにちは、おはよう、きょうは暑いねでもいいんですけれども、

声をかけられるような顔見知りがあればそういうこともないし、防犯でも、軽い犯罪

でもたくさん集まれば、どこかで大きい犯罪が起きる。そういうものは鉄則という

か、法則でもあると思うんですけれども、そういう微小ないろいろな問題でも起こさ

ないまちづくりになるために、私は多くの人たちに参加してほしい。 
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 年配者が多い町会の役員なんかはもう少し若い人にも入ってもらって、もう少しパ

ワーアップして、我々の穴をたたいてもらって、もっとしっかりやらなきゃだめよ、

手伝うからやってよというぐらいにならないと、なかなかうまくいかない。我々だけ

でやってもどうしても限界が生じてしまう。その辺のじくじたるものを持ちながらい

つも町会を運営しているというようなことで、これはほかの町会も、それぞれいろい

ろな町会がありますけれども、状況が少し違うかと思いますけれども、多かれ少なか

れそういう問題はあるのではないか。 

 今、皆さんがお話しされましたように、いろいろコミュニティーの問題は非常に大

事とは言うんですけれども、では、具体的にどうしたらいいんだろうか。マンション

に住んでいる方は、余り隣近所とおつき合いしたくないので住んでいると公言してい

る人もいるわけですよね。そういう人にもし何かあったときにどうやって助けるの。

連絡先もわからないよ。教えてくれないものね。そんな中で、戸建のところは比較的

顔見知りになる機会はあるんですけれども、戸建よりもマンションと集合住宅のほう

が人口が多いわけですから、そういうところも何とか我々は入っていきたいと思って

いるんですが、なかなかできない現状があります。 

 そんなことが私の問題意識でございます。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 では、吉田委員、お願いします。 

吉田委員 私は五反田自治会長をやって９年になります。川崎市の災害時要援護者避難支

援制度について、皆さんと考えてみたいなと思っております。というのは、実は、役

所から自治会長あてに、災害時にはこの方を助けてくださいという依頼書が送付され

てきます。依頼書のお宅へ行って、調べてくださいというような内容ですので、民生

委員さんと、２人で依頼者宅にお伺いして、いろいろなチェック項目に基づいてお尋

ねしてきます。実際にはどうなんでしょうか。歩行困難で、とても一人では歩けませ

ん、どなたかに来ていただかなければ助けだせませんというようなお話です。 

 五反田自治会は1500世帯ございまして、その中で11名の方が今、災害時要援護者と

して登録されております。災害時はそちらに行ってください。こういうような意味な

んですね。ところが、五反田自治会には学校が５つありまして、生田小学校、東生田

小学校、三田小学校、枡形中学校、生田中学校、１つの町会内に５つの学校がありま

して、５つの学校１つ１つに全部、避難所運営委員会がございまして、それぞれの学

校に自治会から役員を出しております。 

 そこで、私の考えは、できることなら、この多摩区には明大、専修、日本女子と３

つの大学がございますので、そういう学生さんと災害時の協定を結べないかと思って

おります。 

大津委員長 ありがとうございました。 
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 では、石橋副委員長。 

石橋副委員長 私は、まず、事前にいただきましたこのアンケートの資料を見て、多摩区

内に住みたい理由の中に、医療環境がよくないからが17.7％あるんですね。だけれど

も、下の「多摩区の生活環境の満足度」で見ると、病院や医院までの距離、これは距

離だけなんですけれども、満足していると、まあ満足しているを足しますと65％近く

ある。医療環境がよくないからというのは、何をもって医療環境がよくないのかなと

いうふうに、この４と５を見比べていて、買い物の便利さだけが何かうまいこと数字

は合っているんですけれども。 

 それはさておきまして、今、災害時要援護者の話も出ましたけれども、私は、障害

を持っている親という立場と、また、障害当事者の側から見ますと、健常の方も同じ

だと思うんですけれども、かかりつけ医というものがどうして浸透しないんだろうか

と今思っております。特に障害関係は、きょう国保先生が委員としていらっしゃいま

すけれども、なかなか障害をわかってくれるお医者さんがいないという事情もあるん

でしょうけれども、ここのところが災害とか非常のときにも物すごく役に立つはずな

のに、よそではうまく回っている地区もあるのに、どうして政令指定都市の多摩区で

は動かないのかなと思っておりまして、こういうこととか。 

 あと、先ほど皆さんからも出ましたように、孤独死、孤立死というような、ひとり

住まいで生活される方がだんだん多くなってきます。障害者のほうは、きょうは保健

福祉センターの所長と福祉事務所の所長がいらっしゃいますけれども、相談支援事業

が制度がくるくる変わりまして、来年の４月からまた新しい制度に変わっていくんで

す。相談をするところが、私の子供が昭和50年代に生まれているんですけれども、そ

れから、昭和の時代での相談の体制と、今はものすごく相談しづらくなっている環境

にあるんです。こういうところを動かすのにそれぞれの仕掛けはあるんですけれど

も、なかなかうまく機能しない。他都市ではある程度動き始めているのに、なぜ地元

では動かないんだろうかなと。こんなことを思いつつ第４期を引き受けたわけでござ

います。 

大津委員長 ありがとうございました。では、戸髙さんに。 

戸髙副委員長 私は多摩区に、かえるプロジェクトの事業を通じて地域での環境活動をす

ることがようやくできるようになって、今まで川崎ですとか、県のほうの環境ですと

か、そういうところでかかわっていたんですけれども、地域に帰ってきて、かえるプ

ロジェクトで地域の方に廃食用油の回収のポイントをお願いする。それも環境活動に

興味のあった方たちも含めてある程度の広がりはできましたけれども、その先はやっ

ぱり商店街のお店ですとか、個人の方ですとか、地域の方々と繋がっている、繋がり

たいと思っている方たちに出会えてようやく今、３年目、順調に目標の使用済みの天

ぷら油の回収もでき上がっておりますけれども、そういうところでお願いしてきて、
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とてもいいなと思うことが少しずつ私の中で見つかっています。 

 地元の多摩新町の商店街にお世話になって、本当に多摩区と高津区の境なんですけ

れども、子育ても町内会の方たちとも楽しく過ごさせていただいております。こうい

う地域で活動することになりまして、かえるプロジェクトだけではなく、川遊びも山

遊びも好きなものですから、いろいろな環境活動をしている方たちの会員とも出会

い、山へも川へも出かけるようになりました。先日はたまたま和光大学で川遊び、川

道楽という、学生と先生たちと鶴見川流域ネットワークの方たちがつながってきて10

年目の活動をされている団体に川遊びのところで参加させていただきました。環境活

動で地域と学校と学生の活動団体が協働して、ようやく10年目を迎えたところでした

ので、学生たちも地域の方たちを、自分たちの川遊びをしながら川の清掃や環境活動

に参加していただくために、毎年毎年新しく入ってくるメンバーにもきちんとお互い

にいろいろなことを教育できていって、子供たちも大人も参加をして、川の清掃から

そこへ生きている魚を調査するまでを楽しく安全にサポートしてくれる、頼もしい活

動になっていました。参加してとても楽しい体験をさせていただきました。 

 協働でやることでお掃除の教育も、ちゃんと学生さんたちに教わりながら、私も改

めて教わりました。そこで子供たちも学んでいっています。地域の学生のそういう活

動を見ていて、周りの大人の方たちも、できるところでその活動に参加してくださっ

ていて、そこの活動を通じて地域の方も顔見知りになって、ふだんではにつながらな

いことがつながっていく。そういうつながりもできつつある地域のお祭りの場に、か

えるの活動を通じてもお祭りで参加させていただいています。実行委員会から参加す

る地域の自主活動グループの団体と一緒にお祭りの実行委員会を行っていることで、

地域の方の参加をもっと高めるための工夫ですとか、「地域通貨たま」も参加してい

るので、そのお祭りの中での清掃活動プログラムもあり、たまのスタッフがリーダー

となって会場に来ている大人や子供たちと会場内を清掃します。大人も子供たちもお

祭りの会場を掃除して、みんなできれいにして、最後もきれいに終わっていきましょ

うということも自然にできています。お祭りに参加してどんなことをやっていきたい

かも実行委員会の中で、話し合われるようになって、ふだんの活動ではなかなかつな

がらないような私たち参加団体が協力し合っていって１つのお祭りができ上がってい

るということを体験させていただいています。 

 私の周りの商店街や町会のところでも交流とか希薄化ということは大変問題にはな

っているんですけれども、そういうところの１つ１つの行事の場を上手に生かして、

学生さんたちも参加して、お祭りをちゃんとやっていって、一緒に片づけまで一緒に

できているような、立派なコンサートも見せていただいていますので、そういうとこ

ろでできていることを、この多摩区の中でつながりや交流ができるように活かしてい

くことができないかということを、今期はとても感じています。そういうことをやっ
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ていくことで、例えばですけれども、自転車で会場まで来た方に学生さんがちゃんと

誘導して、こちらに自転車を並べてくださいとか、そういうマナーまでみんなででき

たりできるんですね。そういう場をふやしていくというのか、そういう場が広がって

いくためにはどうしたらいいんだろうということを、また皆さんと検討できたらと思

っています。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 私もございますが、その前に、今日あらかじめ欠席でご意見をお寄せいただいてい

る委員の方がいらっしゃるようですから、事務局からご報告をお願いできますか。 

事務局 あらかじめご意見をいただいておりますのが、藤原委員と本多委員からご意見を

いただいてございますので、事務局からご紹介させていただきます。 

 まず、藤原委員でございますけれども、藤原委員につきましては、区長推薦という

ことで今回ご参加いただいてございますけれども、現在、多摩区老人クラブ連合会と

いうところで会長を務めていただいてございまして、その他、もともとは町会長も務

めていらっしゃる中で、地域の中で活動をされている方でいらっしゃいます。この区

民会議については、今、特に老人クラブ連合会という形での活動をされているという

こともございますので、今後必ず訪れるという超高齢化社会に地域でどのように取り

組んでいくのかということについて、区民の皆さんと意見を聞きながら、少しでも役

に立てる計画を立てることができればということでのメモをいただいてございます。 

 続きまして、本多委員でございますけれども、本多委員につきましては公募委員で

ございまして、第３期の区民会議から引き続きご参加いただく形になってございま

す。第３期の区民会議だけではなくて、まちづくり協議会としても今現在の会長とし

ての活動もされていらっしゃいますし、川崎市全体といたしましても市民自治創造・

かわさきフォーラムの実行委員長等も歴任されてございます。また、今、自治会長も

やられているという経歴をお伺いしてございます。 

 第４期のテーマといたしましては、第３期でコミュニティ交流促進部会に所属され

ていたということもございまして、その中では人と人とのつながりや安全安心まちづ

くり等に地域コミュニティーの形成と活性化が大切であると。そのための場、仕掛

け、人材等について議論して報告書にまとめてきたということを書かれてございま

す。それをさらに発展させる形といたしまして、第４期ではモデル事業となるような

地域のコミュニティーというものを提言できないかということを書いていただいてご

ざいます。例えば、老人いこいの家ですとか、こども文化センターというものの活用

ですとか、さらには、例えば町の中にある、空き家があれば空き家ですとか、空き店

舗等を定期的または継続的な場として活用していく、また、そういったものを仕掛け

として人材の確保をしていくというものを、どのようにやっていけるかということに

ついて、区民、行政、町会・自治会、活動団体で何ができるのか、そういった実施す
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るための規則ですとか仕組みなどを議論してまとめていきたいということを書いてい

ただいてございます。 

 以上、お二方からのご意見をご紹介いたしました。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 私も、本多委員、あるいは先ほど辻野委員もおっしゃったのと同じように、第３期

でコミュニティ交流促進の区長に対する提言というところまでで、何か総論、総花的

な話で終わっていますから、もう一つ踏み込んだことができればいいなという気持ち

に変わりございません。 

 もう１つは、先ほどどなたかご発言されましたように、何と新たに、東海エリアの

トラフが崩れたら32万人の死亡予想とかと。もう驚天動地の数字も堂々と発表され

た。これにかんがみますと、この多摩区は非常に海から遠いから、津波の、あるいは

地震による弊害も少ないかもしれません。それでも津波が起きれば多摩川をさかのぼ

る水の高さはどのぐらいかとか、少なくとも我々もその辺を認識した上で、今置かれ

ている避難場所が適正なのか。 

 例えば多摩川沿いには、私の知っている限りで申し上げましたら、小中学校がずら

っとございますね。宿河原の、私どもの住んでいるところをごらんいただいた方はお

わかりになるかもしれませんが、小さいながらも河岸段丘のエリアです。私の住んで

いるところと、多摩川に向かったわずかなところで、かつて多摩丘陵のふもとにあっ

た多摩川が、ずうっと移動してきました。その結果、平均、本来１メーターないし１

メーター50センチの段差がございます。今、私たちが見る限りわかっているところは

宿河原の消防署の前。これは明らかにその段差が残っていますが、あとは宅地造成等

で、どんどん土壌改良もしくは埋め立て等で、非常に平面化に見えますが、見事に坂

があります。多分ピンポン玉とかパチンコボールを置いたら、多摩川に向かってずう

っと下がっていくんです。したがって、そのエリアにある避難場所が適正なのかとい

うことも、この際見ておく必要もあるのかなと。単に防災とかと言うだけではなく

て、そういう原点もちょっと見て、見直して、認識を持ちたいなという気持ちを持っ

ております。 

 私としては以上でございます。 

 皆さんから一通りご意見をいただきました。さらに補足説明をなさりたい方、ある

いは、ご意見とか意見交換をなさりたい方がいらっしゃいましたら、しばらくお時間

をとりたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

国保委員 さっき副委員長さんから、多摩区以外に住みたいということで、いろいろ問題

が出ておりましたけれども、医療環境がよくないという意味はちょっとよくわかりま

せんが、皆様ご存じのように、多摩区、登戸も宿河原も、石を投げれば診療所の看板

にぶつかるほどたくさんあります。なのに医療関係がよくないというのは、１つは、
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私なんかはもう約45年ぐらいの医療経験がありますけれども、１人の患者さんは、そ

の患者さんは全部私１人で診ることにしています。ほかへ行かせないようにする。ほ

かに行くときはお断りをしていただいて、私が紹介する。ところが、私も診療が大変

信頼が薄いんでしょうか。患者さんが勝手にいろいろな科に行くと。そうすると、内

科でも肝臓、腎臓、いっぱい分かれていますね。それから、外科でもいっぱい分かれ

ていますし、耳鼻科でも目まいとか、いろいろな小さい、眼科、耳鼻科、皮膚科でも

分かれているほど細分化されております。１人の患者さんに対して医者が10人ぐらい

必要になっているんですね。そういうふうに人間を刻んで診ているというのが、こう

いうふうに医療環境がよくないということに関係していると思います。 

 ですから、今、かかりつけのお話がありましたけれども、どなたか近くに、これは

いい医者だという者を１人見つけたら、そこに全部お願いをして、そこから紹介をし

ていただく。何があってもその先生に相談する。それがわからないときは、風邪でも

引いたら10軒ぐらいかかっていただいて、ドクターショッピングと言うんですけれど

も、それでよさそうなものを選んで、そこですべてお願いする。そうすると、医療環

境としては、駅でも医者の関係はもう看板ばかりですね。医者がもうかっているよう

に見えて、私もすごい気になって困っているんですけれども、やはりかかりつけ医。 

 医療環境がよくないというのは私どもにも責任があります。若い者はコンピュータ

ーで横っちょを見ながら診療していますから。もうこれはとんでもない話ですけれど

も、うちの息子もやっているので、けんかになってしまうので難しいんですよね。そ

ういう意味もありますので、医療のあり方も問題ですけれども、患者さんのほうです

ね。受診される方も、やはり主治医を自分で見つけて、そこからスタートするという

ことにすると、この医療関係は一遍に変わるんだろうなと思っておりますので、そこ

ら辺、もし何か話が出ましたら言っていただきたい。 

 それから、私がかつて、でき上がるときにいましたけれども、聖マリアンナ医科大

学、登戸の市民病院等々、ああいう大きな病院は最初に行かないでほしいですね。か

かりつけの先生に行って、そこで、その先生がみんな得意な先生を知っているわけで

すね。その先生に聞いて、腎臓の病気だったらあの先生と知っていますから、病院と

か大きい施設がいいと思って、そこへ押し寄せるというのは逆な効果になっています

ので、皆様、お話し合いがあるときはぜひ、こいつは大丈夫だという先生を選んで、

それは眼科でも耳鼻科でも何でもいいですから、主治医をつかんでそこで相談をす

る。そうすると物事がスムーズにいきます。それから、その先生がよければ、ぜひ主

治医をそういうふうにご自分で探してもらいたいと思うんですね。 

 それから、障害関係の方をお持ちの方は、医師は、障害者は福祉ですので直接診る

ことは余りないんですね。私のところへ来ている方も何人かいらっしゃいますけれど

も、私は福祉施設を紹介しています。ですから、そこまで医者は頼まれればやります
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ので、障害関係がある方も、それはいわゆる主治医としてよさそうだなと思った方だ

ったら必ずやってくれますので、そこから話をスタートさせればよかろうかなと思い

ます。 

 この統計は大変気に入らないというところで申し上げました。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 ほかにご意見なり、補足説明なり、ありますでしょうか。 

石橋副委員長 吉田委員から出ました災害時要援護者の、あの制度は、吉田委員はもうご

存じでご発言されたんだと思うんですが、新潟水害とか福井水害のあのときに、もっ

と早く避難命令が出ていれば、避難をすれば人命が救えたのにというところがスター

トなわけですから、川崎市の制度も神奈川県の他都市でも同じです。水害がまず対象

なんです。水害のときに独力で歩けない方を、まず手挙げ方式で登録してください

と。その登録をされた方に対して民生委員なり町会なり自主防の方がその担当になる

ということで、その後ろのほうに付記で震災のときの安否確認が入っているだけで、

震災のときに助けに行くという項目は今の要援護者制度の中には入っておりません。

障害者の私たちの団体は水害だけということと、歩けないという前提があるから、非

常に限定的にしか登録しておりません。 

 ただし、ある市会議員が、名古屋市は物すごく登録率がいい。それはそうなんで

す。名古屋はもう年に１回必ず水害があるんですから、だからみんな登録する。多摩

区において水害というのは、先ほど大津委員長が言われましたように、多摩川がはん

らんするというのはよっぽどのことがない限りあり得ないとみんな思っているもので

すから、だれも登録しないという事情があるんですが、自治会に11名もあったのは高

齢者の方も含めて11名ですから大変だなとは思いますけれども、震災とは関係ないと

いうことだけご理解いただければと思います。 

吉田委員 例えばこれで防災時のチェックという欄がありまして、その中には、必要な時

間帯は何時でしょうかというような質問があるんですよ。それは災害時がどういうふ

うになるということよりも、水害だけではないと、私はそういうふうに感じておりま

す。 

石橋副委員長 そうではないです。現状は水害だけです。だから、避難指示、避難命令が

出せるからこの制度が生きるという前提です。 

吉田委員 そうすると、そこいらのところね。次のような支援の中で時間帯のチェックと

いう欄がきちっとありますので、そこいら辺のところは、また皆さんとできれば話し

合っていきたいと思います。 

松本委員 今の件に関して、私も町会としては水害よりも、水害といっても川崎のほうか

ら来る津波よりも、地震で奥多摩湖が決壊したとか、そういうことで浸水するとか、

そういうことのほうが大きいかなと思っているんですけれども、ただ単なる水害です
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と、この辺ではそれほど多くの人が避難するようなことにはならないだろうと。むし

ろ地震で古い建物が壊れた。そういうときに避難し切れない。そういうような方が出

るのではないかと思っておりまして、支援者は私どもにも何人かいるんですけれど

も、そういう方と面談したり、その人をいざ助けるときに、民生委員とか町会長は

一々行っていられませんので、近所の人にお願いしたり、そういうことをしておりま

す。 

 １つ、この制度の問題として、これは情報公開の問題があるので、自分で手を挙げ

て役所に登録することになっているものですから、実際に手を挙げていない人でそう

いう人も結構いるんですね。もうお年寄りの方が多くなっている。古いマンションな

んかはお年寄りの人が多くて、いや、あの人よりもあっちの人のほうが大変だよとい

うふうなことが結構ありまして、そういうような方々もいざというときには対象にす

るというか、見ていかなければいけない。これは民生委員の人が一応把握していただ

いているので、そういう人たちに頼ることになってしまうんですけれども、そういう

形でやって。 

 やはり怖いのは、私は、地震で建物が崩れて、それこそドアがあかなくなって、外

へ出られなくなってしまったとか、何かそれでけがをしたとか、そういうふうなこと

が一番怖いかなと。もちろん水害が想定外ですから、どんなに想定しても、それを超

えるような事態は出てくるかもしれないんですけれども、私どもとしては、とりあえ

ず地震のほうが怖いかなという感じでは思っております。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 ほかに補足説明もしくは意見交換をなされたい方はございますか。 

 

（２）第４期多摩区区民会議スケジュールについて 

大津委員長 では、次の議事にも関連がございますので、次の議事に移りたいと思いま

す。 

 では、議事（２）第４期多摩区区民会議スケジュールについてでございますが、皆

さん、お手元の資料をごらんいただきながら、事務局からのご説明、提案をお願いい

たします。 

事務局 それでは、資料３、Ａ３のスケジュール（案）の資料をごらんいただきたいと存

じます。 

 こちらは一番中段のところに「区民会議（全体会議）」とございますけれども、こ

ちらは今、第１回とございまして、こちらが本日でございます。一番左側の平成24年

度、８月でございます。 

 おおむねのスケジュール（案）でございますので、今後、皆様のご議論によっては

変更等をしながら進めていきたいと考えてございますけれども、大筋今のところで想
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定しているというものでございます。 

 全体会議といたしましては、このような形で全員の方にできる限りお集まりいただ

く会議でございますけれども、今年度につきましては、本日の１回を皮切りに、第２

回、第３回と回を重ねてまいりたいと存じます。また、平成25年度につきましては、

おおむね４回程度、第１回を５月ごろ、第２回を８月ごろ、第３回を11月ごろ、第４

回を２月ごろということで、最後は３月に区長へ経過報告をしてまいりたいと考えて

ございます。 

 近いところで申し上げますと、先週金曜日に第１回のミーティングを開催させてい

ただきましたけれども、こちらはミーティングといたしましては、こういった全体会

議ですとか、今後設置をいたします専門部会ですとか、そういったものとは別に、事

前の調整ということでミーティングを開催させていただきました。この後、第２回、

11月の下旬ごろを想定してございますけれども、それまでの間に審議テーマのアイデ

ア出し。今、皆様からいただいたご意見等を踏まえた審議テーマの絞り込みをいたし

まして、第２回の委員会ではこの審議テーマを決定し、さらにはそれを調査、審議を

進めていく部会を設置してまいりたいと考えてございます。 

 本日、日程調整のお願いもさせていただいてございますけれども、大筋このような

流れで進めるということでご了解いただければ、日程を調整し、会議の開催に向けて

調整してまいりたいと考えてございます。 

 また、前回のミーティングのときには専門部会についておおむね２つというような

事務局案をお出しさせていただいた経過もございますけれども、こちらにつきまして

は審議テーマに即して部会を設置していくのが本筋でございますので、今回のスケジ

ュール（案）でも専門部会については、一応今、１つのラインにしてございまして、

部会についてはテーマを検討し、それに応じた部会を設置していくということも考え

てございます。 

 また、今後、企画部会というものも想定してはございまして、こういった全体会議

を開催する前に企画部会の方々にお集まりいただきまして、全体会議の運営について

ご議論いただきたいと考えてございます。 

 また、区民会議ニュースといたしまして、一番上に全部で４回発行すると予定をし

てございますけれども、やはりこういった区民会議の取り組みについて区民の皆様に

ご周知をしていくということで、こういったニュースを活用していくということ。ま

た、区のホームページにも掲載をするなどして広報に努めてまいりたいと考えてござ

います。 

 スケジュールについては以上でございます。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 これにつきましては、また今お話しいただきましたように、全体会議の前に委員会
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もしくは部会的なミーティングが何回か置かれます。冒頭の事務局の説明、ご案内に

もございましたように、今後の日程についての調査票が配られておりますので、それ

は各委員、遺漏なきように返信をお願いしたいと思います。 

 委員長の立場で勝手なことをあらかじめ申し上げておきますので、皆さん、ご認識

願えればと思います。事務局の設定の案の中で第３回のミーティングが、10月18、19

日または22日と書いてございます。10月18、19日は、私、大津が石橋副委員長と同じ

ように民生委員の全国大会がありまして、どうしても大分県の大会に行かなければい

かぬことになっておりますから、これは外せませんので、皆様もお含みの上で、ぜひ

次の日程での調整をご理解をお願いできればと思って、あらかじめお願いしておきま

す。 

 事前ミーティングに私は欠礼をしてしまったんですが、考え方としてはこのアンケ

ートに書いてあったんでしょうか。皆さん、ご案内いただいていますように、この事

務局の日程調整の書き物では、ミーティング等、すべて夕方の時間、18時からという

ことで設定を考えていただいております。ほとんどの方がいろいろなお仕事なり、団

体事業なり、もろもろ重なっていますので、女性が、例えばご家庭をお持ちの方に

は、ひょっとしたらきついところがあるかもしれませんけれども、ぜひこの時間につ

いてのご理解をお願いしておきたいと思います。勝手な発言で失礼いたしました。 

 では、この全体のスケジュールは、始まったばかりですから、特にご質問とかご指

摘はなかろうかと思いますので、以上をもちまして本日の議事は終了にしたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 事務局から補足説明、その他、注意事項がございましたらお願いいたします。 

事務局 実は、前回のミーティングのときに、１つこの場でご質問をいただいたことがご

ざいまして、区民会議の委員の皆様の制度上の立場というものはどうなっているんだ

ということで、荒井委員からご質問がありました。私はその場で、区民としてご参加

いただいているということでご認識くださいというお答えをしたんですけれども、実

は、ちゃんと調べましたところ、皆様はこの川崎市の附属機関の委員ということで、

今回、きょう委嘱をさせていただきました。立場的には特別職の非常勤地方公務員と

いう形になります。ただ、これは、我々地方公務員は地方公務員法という法律に縛ら

れてございまして、例えば守秘義務ですとか、いろいろなもので義務を課されてござ

いますけれども、そういった地方公務員法の適用はないということでございまして、

我々から委嘱をさせていただきまして報償費をお支払いさせていただく関係で、法律

上で言うと特別職非常勤地方公務員という形になってございますが、全体としては変

わらず区民という立場でご議論をいただきたいということでございますので、よろし

くお願いいたします。前回の私の発言を訂正させていただきます。 

 また、日程につきましては、重ね重ねでございますけれども、よろしくお願いいた
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します。 

大津委員長 ありがとうございました。 

 ついでに身分的なことで１つだけ私も補足させていただきます。民生委員・児童委

員、これは準公務員となっておりまして、行政の職員の皆さんと同じように守秘義務

を課せられております。そのところだけはご報告をしておきます。 

 それから、防災に当たって、民生委員は災害時の援助申請の方々の調査等には自治

会・町会とジョインしていますが、民生委員は救助隊員ではございませんと思ってい

ます。ほとんどが高齢者ですから、実際に手と体で助けに行くというのは限界があり

ますので、消防署とか地域の防災組織に対して、あのマンションの、あるいはあの家

には身動き不如意な方がいらっしゃるので救助、援助は優先的にということを発信す

る役目だと思っております。ちょっと間違っていたら行政からおしかりを受けるかも

しれませんが。私は多摩区の民生委員の立場、もしくは自分の地域の民生委員、あえ

てそういう言い方をして、したがって、絶えず日常見守りを怠らないということに努

めておりますので、補足しておきます。 

 以上で本日の会議は終了になると思いますが、皆様、よろしゅうございますか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

大津委員長 ありがとうございました。 

  それでは、本日は終わります。ありがとうございました。 

午後２時58分閉会 


